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裁判員経験者との意見交換会議事録 

 

名古屋地方裁判所岡崎支部   

１ 日時 

平成２９年１０月２４日（火）午後２時２５分から午後４時００分まで 

２ 場所 

名古屋地方裁判所岡崎支部大会議室 

３ 参列員 

  長谷川恭弘（名古屋地方裁判所岡崎支部長） 

４ 出席者 

  司会者 鵜飼祐充（名古屋地方裁判所岡崎支部刑事部総括裁判官） 

 裁判官 野村充（同裁判所同支部刑事部裁判官） 

  検察官 西川和志（名古屋地方検察庁岡崎支部検事） 

検察官 杉野雄一（同検察庁同支部検事） 

弁護士 浅井悠一朗（愛知県弁護士会西三河支部） 

弁護士 西村和晃（同弁護士会東三河支部） 

  裁判員経験者 １番，２番，３番，４番 ４人 

５ 議事内容 

○名古屋地方裁判所岡崎支部長のあいさつ 

（長谷川支部長） 

本日は大変お忙しい中，当支部の意見交換会に御参加いただき，誠にあり

がとうございます。平成２１年に裁判員制度が始まりまして，今年の５月で

丸８年が経過いたしました。ここ岡崎支部は豊橋支部の区域も含めた人口約

２３０万人の三河地域全域を管轄しております。そして，裁判員裁判を実施

する支部として，開始当初から指定されております。都道府県人口と比較い

たしますと，２３０万人という管轄区域の人口は，京都府と仙台があります
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宮城県の間に位置するという，非常に大規模な地域を抱えた支部ということ

になり，これまでに多くの方々に裁判員または補充裁判員として御参加いた

だいております。この意見交換会は，実際の裁判員裁判の中で皆様がお感じ

になられたこと，そこでお持ちになったお考えをお聞かせいただくために年

一度開いておりまして，今回で５回目ということになります。検察官や弁護

人の活動，あるいは，裁判所の評議の進め方について，皆様の率直な御意見

や御感想をいただければと思っております。そして，今後の裁判員裁判の運

用の参考にさせていただくとともに，本日は報道関係の方々も傍聴しておら

れますので，皆様の生の声を知っていただいて，役立てていただきますとと

もに，将来裁判員になられる方々の不安の解消や，裁判員候補者となられた

方々の参加への後押しとなっていただければと思っております。限られた時

間ではございますけれども，皆様には，御意見を率直に発言していただいて，

裁判員裁判をよりよいものに磨き上げるのに役立てられればと思っておりま

す。本日は，どうぞよろしくお願いいたします。 

○出席者の自己紹介 

（司会） 

この意見交換会は，裁判員を経験されて感じられたことや，裁判の中でも

う少し工夫や改善をしてもらいたかったこと，あるいは逆にここが良かった，

分かりやすかったという点について，皆様から意見を出していただき，皆様

が参加しやすく，より分かりやすい裁判員裁判を実現するための参考にさせ

ていただきたいと思います。まずは，全体的な感想について伺いたいと思い

ます。１番の方の事件は，現住建造物等放火の事案でした。資料を見ますと，

被告人が放火した事実を争った，いわゆる否認事件ということですので，大

きな争点としては，被告人と犯人との同一性が問題になったと思います。 

（１番） 

裁判がかなり前のことで，ちょっと抜けているところもあるかと思います。
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自分が裁判員に選ばれた時には，まず裁判員とは何ぞやというところから始

まりました。選任期日に裁判所に来た人全員が裁判員になると思っていたと

ころ，抽選がありましたので，ちょっとびっくりしました。まさか自分が裁

判員に当たるとは思っていなかったので，尚更です。被告人はやっていない

と述べ，物証もないといった中で，どうやって裁判を進めていくのかなと思

いましたが，裁判長や裁判官の方からいろんな御指導をいただき，専門用語

ではなく，かみ砕いた易しい言い方で理解できるように説明していただきま

して，少しずつ理解できるようになったと思います。被告人が述べたこと，

あるいは，目撃者が述べたことをすり合わせていくうちに，やっと分かるよ

うになりました。やはり，皆さんの協力のお陰で何とか無事終えられたとい

うのが私の率直な感想です。 

（司会） 

続いて２番の方の事案は，強制わいせつ致傷等の事案でした。犯行内容につ

いては特に争いがなく，専ら量刑が問題になる事案で，審理と評議に要した

日数は４日間でした。 

（２番） 

個人的にはすごく裁判員に興味がありましたので，どちらかというと当

たって欲しいなというのが自分の希望でした。思いどおり裁判員に当たり，

４日間，裁判員を務めましたが，事案の中身はそんなに難しいことではあり

ませんでした。量刑に関しては意見に差があり，市民感情という部分ではあ

まり歩み寄れていなかったかなという感想を持っております。 

（司会） 

続いて３番の方の事案は，殺人及び死体遺棄の事案でした。犯行内容等に特

に争いはありませんでしたので，やはり量刑が問題になる事案でした。審理

と評議に要した日数は５日間でした。 

（３番） 
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最初は，何もしてないのになぜ最高裁判所から封筒が来るのかなと思いま

した。金曜日に裁判員に選ばれ，土日を挟んで月曜日から裁判で，仕事の段

取りがなかなかできなかったので，もう少し日を空けていただくとありがた

いと思いました。ただ，こういう経験はなかなかできないものですから，参

加させてもらいました。実際に裁判に関わって刑を決めることが大変だとい

うことがよく分かりました。終わって帰ってから，寝られなかったこともあ

りますし，守秘義務との関係でどこまで話してよいのか気になっていました。 

（司会） 

４番の方の事案は，現住建造物等放火の事案です。この事件も犯行内容に

争いはなく，精神科医が証人として出廷し，いろいろ説明をされていますが，

やはり量刑が問題となる事案でした。審理と評議に要した日数は５日間でし

た。 

（４番） 

前の年に最高裁判所と書いてある封筒が来て，何か悪いことをしたかなと

まず思いました。家族からもすごく心配されましたが，中を見て安心しまし

た。候補者名簿に載りましたが，何もしなくていいですよということでした

ので，ほとんど忘れていたところ，選任手続に呼ばれました。裁判員に当

たった場合には，仕事を一週間休まなければならないので，職場に相談しま

した。私は公務員ですので，職場の方からも是非やってくださいということ

で，気持ちよく送り出していただき，安心して出ることができました。公務

職場ということで，私の職場の方も何かの事件で証人として出廷することが

あるかもしれないと裁判の見方が変わり，いい勉強ができたと思います。 

（司会） 

まず１１月くらいに，最高裁判所から来年１年間裁判員に選任される可能性

がありますよという通知が届き，その後，しばらくしてから具体的な事件に

ついて候補者として裁判所にお越しいただきました。選任手続期日ではオリ
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エンテーション等がありまして，個別に意見を聞かれた方もいらっしゃるか

もしれませんが，そういう中で戸惑いがあったとか，候補者として裁判所に

お越しいただくのに日程的な調整が大変であったとか，その時点での感想が

あればお聞かせください。 

（３番） 

私は自営で，金曜日に裁判員に選ばれたのですが，土日は取引先がほとんど

休みですので，段取り良く注文等ができず困りました。遠方から裁判所に来

ていたこともあり，仕事のことで連絡が取りにくいこともありました。 

（司会） 

候補者になる可能性がありますよという通知を受けられて，裁判員をやって

みたいという方は少ないのですが，２番の方から先ほど関心があってやって

みたかったというお話がありました。他の方は通知を受けた時点ではどのよ

うなお気持ちだったのか，興味関心があったのか，それとも嫌だなと思った

のか，その点についてお聞かせ願います。 

（３番） 

私の周りの人は皆さん出たい，出たいと言っていて，ものすごく興味を持っ

ておられます。既に裁判員候補者として裁判所に来た人もいると聞いていま

す。裁判員は嫌という人はそれほどおらず，裁判員をやってみたいけど時間

がないという人が多いです。 

（４番） 

裁判員制度が始まった頃は，さほど関心はありませんでしたが，いろいろ

な事件で裁判員裁判が行われ，市民的な目線で意見が言え，それが反映され

ていくのを見聞きした時に，実際に見てみたいなと思うようになりました。

職場でも通知が来れば行ってみたいという方が多くて，時間が合えば行きた

い方が私の周りには結構います。 

（１番） 
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私の場合は裁判員裁判のシステムを理解していなくて，選任期日の日は裁

判所に行くので休ませてくださいと職場に伝えましたが，選任手続期日のお

知らせに書いてある日は全て裁判所に来ないといけないことを裁判員に選ば

れてから知り，慌てて職場に戻り，その期間全部休ませてくださいと伝えま

した。私の周りには裁判員を経験された人はいないので，私が裁判員をした

という話を聞いた人からいろいろ聞かれるようになりました。５０代くらい

の人はものすごく興味があって，是非自分も参加したいという意見が多いで

す。 

（司会） 

今日は熱意のある方が多くて非常に嬉しいのですが，先ほどもお話があり

ましたが，どの程度間隔を空ければ仕事の調整がしやすいのか，例えば週の

うち何日くらいは空けてほしいとか，あるいは期間を短くするために月曜日

から金曜日までフルでやったほうがいいとかいろいろ御意見があるかと思い

ますので，お聞かせ願います。 

（１番） 

私の場合はパートですので，他の人のシフトとの調整もありますので，最

低二，三日以上は空けていただけると，いろいろ調整もしやすいのかなと思

います。 

（２番） 

私の場合は会社でフレックス制度を使えますので，時間的には融通が利き

ますし，裁判員の特別休暇という制度もありまして裁判員に選ばれたらそれ

を利用できます。仕事の方も一人でやっているということではなくて，組織

でやっておりますので，特に困ったということはありません。 

（４番） 

交代勤務がある職種だと難しいところはありますが，私の場合は事務職な

ので休みやすかったです。選任手続期日のお知らせに，日程が載っていまし
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たので，選ばれた場合にはここも休みますということで，お知らせが届いて

からすぐに調整しておきました。特別休暇がありますので，休暇が取りやす

かったというのもあります。また，勤務先では夜に会議が行われるので，審

理が終わった後に会議に出ることで，何とか業務のほうには穴を開けずに済

みました。私の場合は木曜日に裁判員に選ばれ，翌週の月曜日から裁判が始

まるということで，金曜日に業務の調整をしておけました。その後４日間で

裁判が終わりましたので，途中で日が空いて期間が延びるほうが休みづらい

ものですから，一気に４日間ということでよかったです。 

〇法廷での審理について 

（司会） 

本日は，検察官，弁護人も参加されていますが，法廷での審理が皆様に

とって十分に分かりやすいものであったのかどうか，分かりにくい点があれ

ば，それはどんな点であったか，こういう工夫をしてもらえばいいのではな

いかという点があれば，お話しいただければと思います。４番の方の事件は

精神科医が証人として証言されて，証拠調べの中でいろいろな専門用語も出

てきたのではないかと思いますので，その点も含めて，難しいと感じた点が

あったのかどうかお話しいただければと思います。 

（裁判官） 

４番の方にお伺いしますが，今精神科医という話が出ましたけれども，専

門家の方のお話を聞くということについて，言葉遣いが分かりづらいとか，

あるいは自分が気後れしてしまうといった不安であるとか，話を聞く前にあ

りましたでしょうか。 

（４番） 

精神科の先生ということで，確かに話の中で専門用語が出てきたのですが，

不安ということはあまりなく，私たちからの質問で，この言葉はどういう意

味ですかといった質問でもちゃんと答えていただいたものですから，分かり
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やすくて，特に困ることはなかったです。 

（裁判官） 

精神科医ということで，例えば外科のお医者さんとは異なり，目で見えな

い部分が問題になっていました。専門用語について，まずはプレゼンテー

ション方式で，一問一答で答えていくわけではなくて，講義のような形式で

尋問がなされましたが，どのように感じられましたか。 

（４番） 

専門知識のない一般の私たちからすると，そういう話をしてもらった後で，

弁護人や検察官からの質問に答えていただけて，とても分かりやすかったと

思います。 

（裁判官） 

この事件では，法廷で絵や図のようなものを示してもらったと思いますが，

いろいろな病気の話を一つにまとめたようなペーパーが出てきて，視覚的に

分かりやすい図を活用する場合と，ひたすら言葉だけで説明する場合とを比

較して，どうでしたでしょうか。 

（４番） 

目に見える方が分かりやすいということもありますし，あと，見せていた

だいたプレゼンテーションの資料を私たちの手元にもいただいたものですか

ら，それを見ながら，この場合にはこの症状ですよというような話をしてい

ただいたので，私たちも目で確認しながら見ていけたということで良かった

です。 

（裁判官） 

３枚，４枚とたくさんの量が出てくるよりも，１枚で簡潔にまとまってい

る方がありがたいという印象ですか。 

（４番） 

そうですね。 
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（司会） 

裁判全体について，分かりやすいという印象だったのか，それともやはり

専門家の言うことは難しいなという印象をお持ちになられたのかについて，

他の方もお聞かせ願えればと思います。 

（１番） 

私の場合ですけれども，被告人が全面否認していましたので，弁護人が言

うことも検察官の言うことも分かるのですが，どこをどう繋げていけばいい

のか悩みました。 

（司会） 

２番，３番の方は，全体としては分かりやすかったということでよろしい

ですか。 

（２番，３番） 

はい。 

（司会） 

そうすると，全体として分かりやすかったということで，審理の最初，被

告人による罪状認否の後，検察官，弁護人それぞれから，自分はこういう証

拠によって，事件のこの部分を証明していきますよという言い分，法律的に

は冒頭陳述というのですが，その際の説明や資料の内容は，導入として分か

りやすいものでしたか，それともどこがポイントなのか少し把握しにくかっ

たですか。資料の見やすさや理解のしやすさ，あるいは検察官，弁護人の説

明の仕方，いろいろあると思いますが，それぞれの事件で何かお感じになら

れたところがあればお聞かせ願います。例えば，１番の方の事件では，検察

官の冒頭陳述メモがかなり詳細で，Ａ３判１枚にびっしりと図や文章が書か

れていますが，それを御覧になりながら，説明を聞いていてどうでしたか。

これだけの分量を一気に見て，どこがポイントなのかすぐ頭に入ってきまし

たか。 
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（１番） 

検察官の冒頭陳述で，手元にあるメモに書いていないことが出てきたりす

ることがありまして，もう聞いているうちに何が何だか分からなくなって，

とりあえず追える部分だけ追っていくように努めました。 

（司会） 

弁護人の冒頭陳述メモはＡ４判１枚で，この裁判で注目してほしい点が一

番上に書かれていて，無罪が推定されるという項目が五つ簡潔に書かれてい

るのに対して，検察官の冒頭陳述メモは，時系列が左に書いてあり，右側に

は，事実関係が網羅的に書いてあります。法廷で聞いているときに，これだ

けの情報量というのは理解できたか，それとも頭に入れるのが難しかったの

か，この点について御記憶，御感想がありましたらお願いします。 

（１番） 

検察官の冒頭陳述では，事件当日の一，二週間前にもボヤが発生したという

説明があり，その部分も含めてメモに書いてありましたので，実際に評価す

る段階では本件事件と一緒にしてはいけないというのは分かっていたのです

が，こういう経緯がありましたということを説明していただいたと思います。 

（司会） 

この事件の少し前にもボヤ騒ぎがあって，それを被告人が見ていたという

情報が盛り込まれているようですが，評議の中では，この点について内容は

ともかくとして予断にならないよう，何らかの注意はありましたか。 

（１番） 

   ボヤ騒ぎのときの被告人の様子については，冒頭陳述で出ただけで，それ以

後，一度も出ることはなかったです。 

（司会） 

   冒頭陳述は証拠ではなく，あくまでも検察官や弁護人の見立てであり，そこ

で出た事実がそのまま証拠となるわけではないので，明確に区別して聞いて
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いてくださいといった説明が裁判官からあったと思いますが，１番の方の事

件では，検察官の冒頭陳述メモに，被告人以外に犯人がいるとは考えられな

いという主張がかなり詳細に書かれていますが，後の証拠調べにおいて先入

観を持つことはなかったですか。 

（１番） 

   そういう主張があるんだなと思っただけで，それを頭に留めてどうこうとい

うのはなかったです。後の証拠調べで，写真等を見ながら，なるほど，じゃ

あこの点は合っていると一個ずつ理解していきました。だから，冒頭陳述を

聞いた時点で先入観を持つことはなかったです。 

（司会） 

   次に，証拠書類の説明，それから証人尋問あるいは被告人質問というのが，

どの事件でもあったかと思いますが，証拠書類の説明の分量であるとか，読

むスピードであるとか，声の出し方であるとか，あるいは証人尋問や被告人

質問における検察官，弁護人の質問の意図がつかみやすかったかどうか等に

ついて，何か御意見，御感想があれば，どの方でも結構ですのでお話しいた

だきたいと思います。 

（１番） 

   証人尋問で，被害者の方がちょっと早口で，声が小さく，こもっていたよう

な感じで，聞き取りにくいことがありました。 

（司会） 

   そういうときは，裁判官なり，尋問している検察官なり弁護人が気に留めて，

もう少しゆっくり話してくださいと言った方がよかったですか。 

（１番） 

   それほど長い時間の尋問ではなかったので，聞き取れなかった部分は，裁判

長に申し出て，自分から再度質問をさせていただき，理解しながらやってい

きました。 
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（裁判官） 

   ３番の方にお尋ねしますが，この事件での，当事者の説明の形式面や内容に

ついて，気になった点など何か御記憶はありますか。 

（３番） 

   動作などの再現写真を見ながら，言葉で説明してもらったのですが，イメー

ジがつかみづらかったです。 

（司会） 

   法廷ではいろいろな証拠を取り調べたと思いますが，皆様から見て証拠の分

量であるとか，出頭した証人等は，判断するのに十分であったのか，例えば

もう少し証人を増やして欲しかったであるとか，証拠がもう少し欲しかった，

あるいは逆にもう少し絞ってもいいのではないか等について，お話しいただ

きたいと思います。 

（１番） 

   私の担当した事件では，物証がなかったので，証言のみで判断することが本

当に難しいなと思いました。 

（司会） 

   ４番の方の事件では，消防隊員の方や被告人の配偶者が証人として出られて

いますが，実際に法廷に出てきていただいてお話しいただくというのは，事

件を理解する上で分かりやすいですか。 

（４番） 

   消防隊員の方の証言ということで，火の出方であるとか，火災の規模である

とかの説明がとても分かりやすくて，よかったです。被告人の配偶者の尋問

については，高齢で耳が少し遠く，質問に対してすぐに答えられないことが

時々あったのですが，尋問する方の語り掛けがうまければ，もう少し早く答

えが出たのではないかと思いました。それと，私が関わった事件では，家族

関係が背景にありましたので，配偶者だけでなく息子さんの話も聞きたかっ
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たです。 

（裁判官） 

   ２番の方の事件では，尋問の際に，尋問事項とメモ用の余白がある紙をお渡

しして尋問を行いましたが，そのような補助的なツールはあった方がいいで

すか。 

（２番） 

そういうものがあった方がいいと思います。 

〇評議について 

（司会） 

どの事件も評議の時間を十分に取った日程が組まれています。１番の方の

事件では犯人性について争われましたが，予備日も含めて３日ほど，犯人性

についてあるいは量刑について議論されたかと思います。２番の方以下の事

件でも２日で判決までいきましたが，評議にかける時間はもっとあった方が

いいのか，適切であったのか，意見が言いやすい雰囲気であったか，全体的

な感想をお聞かせください。 

（１番） 

私の事件に関しては時間は十分あったし，話し合いも十分できました。 

（司会） 

３番の方，４番の方の事件では量刑が問題になったと思うのですが，実質

的には丸２日，評議に時間を取ってありましたが，時間の掛け方はいかがで

したか。 

（３番） 

みんなで，評議の時間以外の時間でも議論していました。みんなの意見が

まちまちでしたが，裁判官がまとめてくれました。 

（裁判官） 

評議の司会は私がしていましたが，議論のテーマを明確に設定して，共有
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した上で議論していけばもっと分かりやすかったかなと反省しています。 

（司会） 

評議では，最初に起訴された事実が確認できるかという点について評議を

していただいて，その後，具体的な量刑について議論していくわけですけれ

ど，このような流れは把握しやすかったですか。それとも，今，何を議論し

ているのか分かりにくかったということはありましたか。この時間帯ではこ

の点について議論したいと思いますといった説明や，次にこういう作業をし

ますといった説明があったか，それとも説明がなくても大丈夫であったのか，

御記憶があればお聞かせください。 

（２番） 

説明してもらったと思います。時間が足りなかったということもなかった

です。 

（司会） 

量刑が問題となった３番，４番の方は，評議の進め方自体について何かご

ざいますか。 

（３番） 

黒板に絵や字を書いて進めてもらい，よく分かりました。 

（４番） 

わりと早く，判決まで決まりましたが，評議の時間が短いとは思わなかっ

たです。みんなで意見を出しきったのではないかと思います。 

判決について実刑にするのか，執行猶予にするのかについていろいろ意見

が出ましたが，みんなの意見をグラフに書くことで，自分の意見がどの辺り

か目に見えて分かりやすかったので，意見もまとまりやすかったのかなと思

います。 

（司会） 

量刑は，被告人の人柄や家族関係，生い立ちなどから決めていくわけでは
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なくて，事件が社会的に見てどれくらいの悪質さがあるか，行為態様や結果

だけではなくて，なぜ被告人がこういうことをやる道を選んだのかというこ

とがどの程度悪質かが問題であり，刑を決める上ではこういう点を皆様で議

論して評価して決めましょうということを裁判官が説明していると思います。

検察官，弁護人も，論告や弁論で，証拠調べの集大成として，この点が刑を

決めるポイント，要素であるという意見を述べますが，論告あるいは弁論を，

評議の中で活用することはできましたか。刑を決めるときにどういうことを

考えながらやられたのか，お聞かせください。 

（１番） 

最初から意見が一致したわけではありませんでしたが，全員で１項目ずつ

検討していくうちに，このぐらいが適正ではないかとの結論に至って決めま

した。 

（司会） 

他の方は，刑を決める基本的な考えというのは裁判官から説明がありまし

たか。 

（裁判官） 

２番，３番，４番の方の事件では，基本的な視点，あるいはどのように議

論を進めるかといった点を説明させていただいて，議論していったと思うの

で，それを前提に御意見をいただければと思います。説明を受けたけれども

内容が分かりづらかったとか，今，何をやっているのか分かりにくかったと

いったことはありましたか。 

（４番） 

これまでの裁判例で，同じような事件を起こした場合にはこのくらいの量

刑でしたというのをたくさん見せていただいて，今回の場合にはどの辺だろ

うというのをみんなで話し合い，どんどん狭めていき，執行猶予かどうかと

いう話の中では，論告メモや弁論メモも見ながら，それぞれの意見も検討し
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ながら話し合いができたので，このような資料があってよかったと思います。 

（司会） 

   今お話があった，過去の裁判例を見てというところですが，こういう事件に

ついてはこれまでにどのような刑が科されてきたかという傾向を把握してい

ただいて，ものさしとして考えていただくために参考で御提示していますが，

そのような参考例を見るということは特に抵抗はありませんでしたか。枠組

作りをされたようで，市民感覚の反映とは違うのではないかという御意見も

以前にあったのですが，過去の裁判例を参考にしながら議論することに特に

支障はなかったかどうか，お話しいただければと思います。 

（１番） 

   私が裁判員裁判を経験した時は，それでよかったと思いました。 

（司会） 

他の方もそういう資料を参考にすること自体については抵抗はなかったと

いうことのようですね。続いて，裁判員をしている最中，あるいは裁判員を

終えられても守秘義務というものが課されております。この守秘義務につい

て，裁判官から皆様へ，きちんと御理解いただけるような説明がありました

か。 

（１番） 

守秘義務につきましては，最初から最後まで，しっかりと説明がありまし

た。裁判員を終えた際も，こことここの部分は生涯の守秘義務ということで

お話がありました。 

（司会） 

他の方も，きちんと理解できるまで説明があったという御記憶でよろしい

でしょうか。 

（２番ないし４番） 

   はい。 
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（司会） 

守秘義務を課せられることについて，負担感はありますか。率直な御感想を 

伺いたいと思うのですが，いかがでしょうか。 

（３番） 

家族と話しているときに思わず出てしまうこともあり，危ないと思うことが 

  あります。 

（４番） 

裁判員をやる前は，事件に関して何も言ってはいけないと思っていましたが， 

裁判中は，今日のこの内容は公表しているから話をしてもらってもいいです

よという説明が毎日ありましたので，気が軽くなりました。裁判を終えてか

らは，職場の同僚や友人から「裁判のことを聞いてはいけないんだよね」と

言われるので，「いや，ここの部分はもう新聞に載っているからいいよ」と

いうことで話しますけど，やっぱり最初のハードルとして，守秘義務という

のがみんなの中にあるのかなと思いました。 

（司会） 

裁判員になったこと自体，誰にも告げてはいけないのではないかというよ

うなことで相談されたりすることもあるのですが，そんなことは決してない

わけで，職場とか家族の方に，裁判員になりましたと言っていただいていい

のですが，やはり裁判員を経験していらっしゃらない方の御理解や御認識か

らすると，裁判所がもう少し説明した方がよいのでしょうか。周りの方の反

応はどうでしょうか。 

（１番） 

私自身もそうだったのですが，裁判所で説明を聞くまでは，裁判員裁判の

候補者に挙がったことすら告げちゃいけないと，周りにも親兄弟にも告げて

はいけないとずっと認識していました。守秘義務についての説明文書のよう

なものを流すと，参加する人も参加しやすいのではないかと思います。 
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（司会） 

最後になりますが，判決宣告を終えて思われたことでも結構ですし，裁判

員の任務を終えての感想でも，あるいは，その後裁判や裁判報道に接して，

何か事件の見方とか判断そのものに関する見方が変わったであるとか，どん

なことでも結構ですので，この機会にお話しいただければと思います。 

（１番） 

   新聞で裁判員裁判の記事を読むたびに，刑がこれでいいのかなと思ったりも

します。 

（２番） 

貴重な機会に参加できて非常に良かったと思っています。人それぞれ見方

も違えば，感覚も違うので，それをまとめるためにいろいろ議論しましたが，

最後はまとまって良かったと思っています。 

（３番） 

裁判員を終えて１年くらいは周囲に話すのを止めていましたが，１年も過

ぎたのでいいかと思って，最近は，ちょっとしたときに会社の人などに，裁

判員に協力してもらえるよう声を掛けさせてもらっています。 

（４番） 

裁判員を務めて，裁判というのが１個１個の事実を基にみんなで話をして

いくことを知りましたし，一つの事実に対しても，１０人いれば１０人考え

方が違うというのがとても勉強になりました。裁判を終えた後，裁判員裁判

のニュースを見て，映っていた裁判官は私の時にもいたよ，といった話を家

でもしましたし，裁判そのものを少し身近に感じるようになりました。 

（司会） 

ありがとうございます。裁判員を経験された皆様には，裁判員裁判のサ

ポーターとして是非御協力いただければと思っておりますので，よろしくお

願いします。 
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（裁判官） 

本日はありがとうございました。裁判員裁判は日々アップデートが必要で

すので，貴重な御意見を賜りまして，最新の裁判員裁判ができるように努力

していきたいと思います。 

（司会） 

まだまだ話し足りないことがあるかもしれませんが，以上で意見交換会終

了とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

以 上 


